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「通所介護（デイサービス）」 

「第１号通所型サービス（通所介護相当型サービス）」 

 

 

重 要 事 項 説 明 書 

（令和６年４月１日～） 

 

 

当事業所はご契約者に対して通所介護サービス並びに介護予防・日常生活支援総合事業

における第１号通所型サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内

容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定並びに要支援認定の結果「要介

護」並びに「要支援」、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象

基準に該当と認定（以下「要介護等認定」）された方が対象となります。要介護等

認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人白老町社会福祉協議会 

（２）法人所在地     白老郡白老町東町４丁目６番７号 

（３）電話番号       ０１４４－８２－６３０６ 

（４）代表者氏名     会  長  山  﨑  宏  一 

（５）設立年月       昭和２７年１０月１日 
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２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   通所介護事業所 

           平成１２年４月１日指定 北海道第０１７３６００２２２号 

           ※当事業所は、以下の加算対象サービスを実施しています。 

            ①入浴 

            

           介護予防・日常生活支援総合事業における 

第１号通所型サービス事業所 

平成２９年４月１日指定 白老町 

令和３年１１月１日指定 千歳市 

 

（２）事業の目的 

通所介護サービス並びに介護予防・日常生活支援総合事業における第１号通所

型サービス（以下「通所介護相当型サービスという」） 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活維持、回復を図るため

の機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を

行います。 

 

（３）事業所の名称 

   白老町社協デイサービスセンター 

 

（４）事業所の所在地  白老郡白老町東町４丁目６番７号 

 

（５）電話番号        ０１４４－８２－６３０６ 

 

（６）事業所長（管理者）氏名 

   白老町社協デイサービスセンター 

   施設長  北  原  良  仁 

 

（７）当事業所の運営方針 

①要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活維持、回復を図るための

機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を行

うことで、利用者の社会孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者の家族の身

体的、精神的負担の軽減を図ることに努めます。 

 

②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 
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（８）開設年月  

<通所介護サービス> 

   平成８年１月２９日 

 

<通所介護相当型サービス> 

   平成２９年４月１日 

 

（９）利用定員   

     ３０人  

 

（10）当法人が行っている他の業務 

   当法人では、次の事業もあわせて実施しています。 

   <介護保険サービス> 

    居宅介護支援事業 平成１２年４月１日 

    訪問介護事業所  昭和４５年４月１日 

   <その他のサービス> 

    配食サービス等 

 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  白老町全域 

 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日とする。（祝日は営業） 

ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

受付時間 月曜日～金曜日 ８時１５分～１７時００分  

 

<サービス提供時間> 

   通所介護サービス      ９時３０分～１５時４５分 

   通所介護相当型サービス   ９時３０分～１４時３０分 

 

 

４．職員体制 

 当事業所では、ご契約者に対して通所介護サービス並びに通所介護相当型サービスを

提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 
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<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 配置人数 
指定基準 

（１日あたり） 

管理者 １名 －名 

介護職員 ６名 ４名 

生活相談員 １名 １名 

看護職員 １名 １名 

機能訓練指導員 １名 １名 

 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 

１．介護職員 勤務時間 ８：１５～１７：００ 

原則として４名以上の介護職員が勤務します。 

２．生活相談員 勤務時間 ８：１５～１７：００ 

原則として１名の生活相談員が勤務します。 

３．看護職員 勤務時間 ８：１５～１７：００ 

原則として１名の看護職員が勤務します。 

４．機能訓練指導員 勤務時間 ８：１５～１７：００ 

原則として１名の看護職員が勤務します。 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所が提供するサービスについて、利用料金が介護保険又は介護予防・日常生活

支援総合事業（以下「総合事業という」）から給付される場合と、利用料金の全額をご

契約者に負担いただく場合があります。 

 

（１）介護保険又は総合事業の給付の対象サービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割、一定所得以上の方は

８割又は７割）が介護保険又は総合事業から給付されます。 

 

<基本サービスの概要> 

①通所介護サービス 

通所介護サービスにおける加算対象サービスについては利用者ごとの選択制

となります。利用するサービスの種類や実施内容等については、居宅サービス計

画に沿い、事業所と利用者で協議したうえで通所介護計画に定めます。 

 

 



 5 

②通所介護相当型サービス 

通所介護相当型サービスにおける選択的サービスについては利用者ごとの選

択制となります。利用するサービスの種類や 実施内容等については、介護予防

サービス計画及び介護予防ケアマネジメント計画（以下「介護予防計画」という）

に沿い、事業所と利用者で協議したうえで通所介護相当型サービス計画に定めま

す。 

 

<共通的サービスの概要> 

 ①食事の介助（ただし、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。） 

ア．食事の準備、介助を行います。 

イ．当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てた献立表により、栄養並びにご

契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

ウ．ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原

則としています。 

（食事時間） １２：００～ 

 

②排泄 

ご契約者の排泄の介助を行います。 

  

③送迎サービス 

ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、

通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 

    

<共通加算サービスの概要> 

 ①サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

当会の介護職員は国の定める一定基準以上の比率で国家資格の有資格者を配

置していますので、介護報酬の加算対象となっています。 

   ※介護職員中、勤続１０年以上の介護福祉士有資格者が２５％以上配置されてい

る。 

 

 ②介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

    国が定める職員の待遇改善に関する基準を満たしていますので、介護報酬の加

算対象となっています。 

※介護職員の賃金（退職手当を除く）の改善に要する費用の見込み額が、介護職

員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていることなど。 
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③介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

    処遇改善加算に加え、国が定める更なる待遇改善に関する基準を満たしていま

すので、介護報酬の加算対象となっています。 

※経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、更なる処遇改善を行い、職

場環境等要件に関しても複数の取組を行っているなど。 

 

④介護職員等ベースアップ等支援加算 

    処遇改善加算に加え、介護職員に対し国が定める更なる待遇改善に関する基準

を満たしていますので、介護報酬の加算対象となっています。 

※介護職員の更なる給与のベースアップを行っているなど。 

 

<通所介護サービスにおける加算対象サービスの概要> 

 通所介護サービスにおける以下のサービスは、介護報酬の加算対象となっていま

す。ご利用の際には、加算額の１割（一定所得以上の方は２割又は３割）を追加料

金としてご負担いただきます。 

①入浴介助加算Ⅰ 

国が定める入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有しておりま

すので、介護報酬の加算対象となります。必要に応じての介助、及び転倒予防の

ための声かけ、体調の確認などを行いながら、身体の状況に合わせた入浴を行い

ます。寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することもできます。 

 

②入浴介助加算Ⅱ 

上記①に加え、介護福祉士等の専門職がご自宅を訪問し、浴室の環境や身体の

状況等を踏まえて個別の入浴計画を作成し、ご自宅の浴槽に状況に近い環境にて

入浴介助を行い、自宅でもご家族等の対応で入浴が可能となる様に支援致します。

この際、ご自宅での入浴が難しい環境にある場合は、介護支援専門員・福祉用具

専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係

る助言を行います。 

 

③臨時的な利用者の減少に対応するための評価 

感染症や災害の影響により一月の延べ利用者数が前年度平均より５％以上減

少した場合に、所定単位数の３％が３か月の間加算される場合があります。（加

算分は区分支給限度基準額の算定に含まれません。） 

 

<サービスの利用頻度> 

①通所介護相当型サービスを利用する曜日や内容等については、介護予防計画に沿

いながら、ご契約者と協議の上決定します。ただし、ご契約者の状態の変化、介

護予防計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更するこ
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とがあります。 

  

 <通所介護サービスにおける利用料金>（契約書第７条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。 

（サービスの利用料金は、１回あたりの金額です。） 

①基本サービス              ※()は２割又は３割負担の場合 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護

度とサービス利用料金 
5,840 円 6,890 円 7,960 円 9,010 円 10,080 円 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 

5,256 円 

(2 割 4,672 円) 

(3 割 4,088 円) 

6,201 円 

(2 割 5,512 円) 

(3 割 4,823 円) 

7,164 円 

(2 割 6,368 円) 

(3 割 5,572 円) 

8,109 円 

(2 割 7,208 円) 

(3 割 6,307 円) 

9,072 円 

(2 割 8,064 円) 

(3 割 7,056 円) 

３．サービス利用に係

る自己負担額（１－２） 

584 円 

(2 割 1,168 円) 

(3 割 1,752 円) 

689 円 

(2 割 1,378 円) 

(3 割 2,067 円) 

796 円 

(2 割 1,592 円) 

(3 割 2,388 円) 

901 円 

(2 割 1,802 円) 

(3 割 2,703 円) 

1,008 円 

(2 割 2,016 円) 

(3 割 3,024 円) 

 

②加算サービス 

ア．サービス提供体制強化加算       ※()は２割又は３割負担の場合 

区 分 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

１．サービス利用料金   ２２０円 

２．うち、介護保険から 

給付される金額 

１９８円 

 (2 割 176 円) 

 (3 割 154 円) 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 

２２円 

 (2 割 44 円) 

 (3 割 66 円) 

 

   イ．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

     一か月の所定単位数の総額に５９／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

   ウ．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

     一か月の所定単位数の総額に１２／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 
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エ．臨時的な利用者の減少に対応するための評価 

感染症や災害の影響により一月の延べ利用者数が前年度平均より５％以上

減少した場合に、３カ月の間 

一か月の所定単位数の総額に３０／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

   オ．介護職員等ベースアップ等支援加算 

     一か月の所定単位数の総額に１１／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

③選択的加算対象サービス 

下記のサービスを利用される場合には、それぞれ料金が上記に加算されます。 

入浴介助加算               ※()は２割又は３割負担の場合 

加算対象サービス 入浴介助加算Ⅰ 入浴介助加算Ⅱ 

１．サービス利用料金   ４００円 ５５０円 

２．うち、介護保険から 

給付される金額 

３６０円 

 (2 割 320 円) 

 (3 割 280 円) 

４９５円 

 (2 割 440 円) 

 (3 割 385 円) 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 

４０円 

 (2 割 80 円) 

 (3 割 120 円) 

５５円 

 (2 割 110 円) 

 (3 割 165 円) 

 

<通所介護相当型サービスにおける利用料金（白老町以外が保険者の場合）> 

（契約書第７条参照） 

 該当する保険者の定めに応じたサービス利用料金から総合事業における給付額

を除いた金額（自己負担額）をお支払い頂きます。 

 

<通所介護相当型サービスにおける利用料金（白老町が保険者の場合）> 

（契約書第７条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要支援度に応じたサービス利用料金から総合

事業における給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払い頂きます。 

（サービスの利用料金は、１ヶ月あたりの金額です。） 
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①基本サービス               ※()は２割又は３割負担の場合 

区 分 要支援１ 要支援２ 

１．ご契約者の要支援度と 

サービス利用料金   
１７，９８０円 ３６，２１０円 

２．うち、総合事業から 

給付される金額 

１６，１８２円 

(2 割 14,384 円) 

(3 割 12,586 円) 

３２，５８９円 

(2 割 28,968 円) 

(3 割 25,347 円) 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 

１，７９８円 

(2 割 3,596 円) 

(3 割 5,394 円) 

３，６２１円 

(2 割 7,242 円) 

(3 割 10,863 円) 

 

②共通的加算サービス 

   ア．サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ※()は２割又は３割負担の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

     一か月の所定単位数の総額に５９／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

   ウ．介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ） 

     一か月の所定単位数の総額に１２／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

   エ．介護職員等ベースアップ等支援加算 

     一か月の所定単位数の総額に１１／１，０００を乗じた額 

（小数点以下四捨五入） 

 

 

 

区 分 要支援１ 要支援２ 

１．サービス利用料金   ８８０円 １，７６０円 

２．うち、総合事業から 

給付される金額 

７９２円 

(2 割 704 円) 

(3 割 616 円) 

１，５８４円 

(2 割 1,408 円) 

(3 割 1,232 円) 

３．サービス利用に係る 

自己負担額（１－２） 

８８円 

(2 割 176 円) 

(3 割 264 円) 

１７６円 

(2 割 352 円) 

(3 割 528 円) 
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<その他の共通事項> 

  ①ご契約者がまだ要介護等認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

を一旦お支払いいただきます。要介護等認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険または総合事業から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービ

ス計画並びに介護予防計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還

払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載

した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

②ご契約者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。（下記（２）②参照） 

 

③介護保険からの給付額又は総合事業における給付額に変更があった場合、変更さ

れた額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険又は総合事業の給付対象とならないサービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金>  

①介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスの利用 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス

利用料金の全額がご契約者の負担となります 

 

②食事の提供にかかる費用 

ご契約者に提供する食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

    料金：１回あたり５５０円  

 

③レクリエーション活動  

ご契約者の希望によりレクリエーション活動に参加していただくことがで

きます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 

④行事などの写真の提供にかかる費用 

行事などの際に撮影した写真のうち、ご契約者の選択した写真を提供するた

めにかかる費用です。 

写真１枚あたり Ｌ版２０円、２Ｌ版４０円、Ａ４版１００円 

 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更

を行う２か月前までにご説明します。 
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（３）交通費（契約書第７条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ

れる場合は、サービスの提供に際し、要した交通費 1km当り４０円の実費をいただ

きます。 

 

（４）利用料金の軽減について 

<社会福祉法人等による利用者負担金の軽減について> 

当会は白老町が実施する社会福祉法人等による利用者負担金の軽減制度の該

当施設です。所定の要件を満たす方は、白老町に申請をすると利用料金の一部が

軽減される場合がございます。詳しくは職員にお問合せ下さい。 

 

（５）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

前記（１）、（２）、（３）、（４）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求し

ますので、翌月２５日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に

満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と

なる場合があります。） 

ア．下記指定口座への振り込み 

  室蘭信用金庫白老支店 普通預金 ３４４－７５２０ 

  白老町社協介護保険事業 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 

（６）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

<通所介護サービスについて> 

利用予定日の前に、ご契約者の都合により、利用の中止、変更、又は新たなサ

ービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出てください。追加変更の場合、利用定員などの都合でご希

望に添えない場合があります。 

 

<通所介護相当型サービスについて> 

①月のサービス利用日や回数については、契約者の状態の変化、介護予防計画に位

置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

   

②契約者の体調不良や状態の改善等により決定している期日よりも利用が少なか

った場合、又は決定している期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割

引又は増額はしません。（保険者によっては可能な場合があります。） 

 

③ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、決定している実施回数、時

間数等を大幅に上回る場合には、地域包括支援センター等と調整の上、介護予防
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計画の変更又は区分変更申請の援助等必要な支援を行います。 

 

④保険者によっては月ごとの定額制となる場合があります。この場合、以下に該当

する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。 

ア．月途中に通所介護サービス利用から通所介護相当型サービス利用に変更とな

った場合 

イ．月途中に通所介護相当型サービス利用から通所介護サービス利用に変更とな

った場合 

ウ．同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

エ．月途中で要支援度が変更となった場合 

 

 

６．緊急時の対応法（契約書第１０条参照） 

  サービス提供中に事故が発生した場合は、事前の打合せにより、ご契約者の主治医、

救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。ま

た、ご契約者に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発生した場合

は、速やかに損害賠償いたします。なお、当事業所は全国社会福祉協議会と損害賠償

保険契約を結んでおります。 

主治医 

病院名  医  師  

住 所  電話番号  

ご家族① 
氏 名  続  柄  

住 所  電話番号  

ご家族② 
氏 名  続  柄  

住 所  電話番号  

 

７．プライバシーについて（契約書第１１条参照） 

（１）当事業所は、ご契約者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、決して第三

者に漏らすことはありません。契約終了後も同様です。 

（２）サービス担当者会議などで利用者やその家族の情報を利用するには、別に作成す

る同意書にてご契約者及びご家族の同意が必要となります。 

 

 

８．苦情の受付について（契約書第２１条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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<お客様相談係> 

①苦情受付窓口（担当者）  

職氏名    施設長  北  原  良  仁 

受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：１５～１７：００ 

  

②苦情解決責任者 

職氏名    白老町社会福祉協議会  在宅福祉課長  牧    諭  志 

  電 話    ０１４４－８２－６３０６ 

 

 

（２）苦情処理手順      苦  情  申  出 

                  ↓ 

               苦情受付処理 

                  ↓ 

      内部職員会議 ⇔ 苦情解決責任者 ⇔ 第三者委員会 

                  ↓ 

  苦情内容確認 ⇔ 話し合い結果の確認 ⇔ 助 言 ⇔ 解決策の提示 

                  ↓ 

               苦 情 解 決 

                  ↓ 

               結 果 の 公 示 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

白老町障害福祉サービ

ス担当課 

 

所在地 白老郡白老町東町４丁目６番７号 

電話番号 ０１４４－８２－５５４１ 

ＦＡＸ  ０１４４－８２－５５６１ 

受付時間 平日の ８：３０～１７：１５ 

北海道社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地 札幌市中央区北 2条西 7丁目 

電話番号 ０１１－２４１－３９７６ 

ＦＡＸ  ０１１－２５１－３９７１ 

受付時間 平日の ９：００～１７：００ 

国民健康保険団体連合

会（運営適正化委員会） 

所在地 札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号 ０１１－２３１－５１６１ 

ＦＡＸ  ０１１－２５１－３９７１ 

受付時間 平日の ９：００～１７：００ 
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  令和   年   月   日 

 

通所介護サービス並びに通所介護相当型サービスの開始に際し、本書面に基づき重要

事項の説明を行いました。 

 

 

管理者名   

    白老町社協デイサービスセンター 

    施設長   北  原  良  仁 

 

 

説明者職名             氏名                

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、通所介護サービス並びに

通所介護相当型サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

利用者住所                 

 

   氏名                

 

 

代理者住所                 

 

   氏名                

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 8 条の規定に基

づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


